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健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業 内閣府 補正予算額（案）100億円

健康・医療分野におけるムーンショット目標の実現等の支援を行うため、健康・医療戦略推進本部のもと、内閣府と厚生労働省、経済
産業省、文部科学省の３省が協力して、健康・医療分野のムーンショット型研究開発事業等を行う。

① 施策の目的

CSTI（総合科学技術・イノベーション会議）が進めているムーンショット型研究開発制度に加え、有識者によるビジョナリー会議において
示された目指すべき未来像と目標例を踏まえ、健康・医療分野におけるムーンショット目標の実現等を目指す。

② 施策の概要

③ 施策の具体的内容

• ビジョナリー会議でとりまとめられた目指すべき未来像や目標例及び海外における研究
動向等の調査を踏まえ、AIや自動走行、ロボット技術等、他分野の技術領域を活用しつつ、
従来の基礎、応用、臨床と順序立てた研究手法にとどまらない、アジャイルな研究開発を
実施。

• 具体的には、Universal Medical Access（次世代型医療・介護モデル）、予防的措置・ウェ
ルネスが主流となる生活の実現や、高齢者のQoLの劇的改善など健康を無意識に維持で
きる技術、基本的生命過程の制御技術等のうち、AMEDが実施すべき研究開発について
基礎研究から実用化まで、一体的に研究することを目指す。

※ 具体的なプロジェクトを実施する際は、AMEDが実施する研究開発だけでなく、JST・
NEDOが実施するムーンショット型研究開発事業と連携していく。

• また、国費と企業原資の研究費を組み合わせることにより、産学官共同による医薬品・
医療機器等の研究開発等もあわせて実施する。
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